
令和８年度スタートアップとのインバウンド課題解決プロジェクト業務委託仕様書

１ 要旨

県内自治体等が抱える多様なインバウンド課題を解決するため、革新的なアイデアや技術を持っ

たスタートアップ等と協業し、課題解決にチャレンジする自治体等を後押しする。

２ 業務委託の期間

委託契約締結日から令和９年３月 24 日（水）まで

３ 業務の概要

(1) 全体管理

内 容 本業務の全体管理、ウェブサイトの運営等の業務

(2) 実証実験等の実施、支援・進捗管理

①自治体等の課題に対するスタートアップ等の共創アイディアの募集、マッチング

ア 期 間 令和８年６月頃から令和８年７月頃まで

イ 対 象 インバウンド課題に寄与するソリューションを持ったスタートアップ等

ウ 内 容 県内自治体等が抱える課題に対するスタートアップ等の共創アイディアを募集

し、各自治体等と個別にオンライン等によるピッチを実施した上で、マッチング

させる。募集サイトの構築、スタートアップ等への広報、ピッチイベントなど、

効果的なマッチング方法を提案すること。

※県内自治体等が抱える課題は静岡県が募集、選定を実施する

②実証実験等の実施

ア 期 間 令和８年８月頃から令和９年２月頃まで

イ 対 象 マッチングさせた県内自治体等とスタートアップ等

ウ 内 容 マッチングさせた県内自治体等とスタートアップ等の間で、社会実装を目的とし、

県内の実証フィールドを活用した実証実験の協業計画（以下、「実証実験計画」

という。）を策定するためのサポートを行い、策定した実証実験計画の中から５

件程度（想定：DMO や複数市町の課題解決２件、単独市町の課題解決３件）を採

択する。また、実証実験計画に基づいた実証実験をスタートアップ等に実施させ

る。

※採択した実証実験計画に基づく実証実験を、スタートアップ等への再委託によ

り実施する。

③ 実証実験等の支援・進捗管理

ア 期 間 令和８年８月頃から令和９年２月頃まで

イ 対 象 本事業に参加しているスタートアップ等

ウ 内 容 実証実験をより効率的・効果的に実施する仕組みを構築する。併せて、実証実験

の進捗を管理し、随時、静岡県に報告する。実証実験計画の策定から実証実験の

実施までを効果的に実施できる体制・方法を提案すること。



(3) 中間報告会・交流会の実施

ア 開催時期 令和８年 10 月～11 月頃

イ 内 容 実証実験の進捗を報告するとともに、県内自治体や観光業関係者とスタートアッ

プ等の交流会を実施し、県内全体への横展開・共創の機会創出を目的とした中間

報告会を開催する。過年度に実施した実証実験の導入事例紹介など、実証成果を

県内自治体へ横展開できる効果的な方法を提案すること。

(4) 最終報告会の実施

ウ 開催時期 令和９年２月～３月

エ 内 容 実証実験の成果を広く発表し、県内自治体等に横展開・共創の機運を醸成するこ

とを目的とした報告会を開催する。実証成果を県内自治体へ横展開するとともに、

次年度以降の継続した取り組み実施に向けた効果的な方法を提案すること。

４ 業務の内容

(1) 全体管理

委託業務の範囲

(2) 実証実験等の実施、支援・進捗管理

① 県内自治体等の課題に対するスタートアップ等の共創アイディアの募集、マッチング

ア 業務の内容

項 目 内 容

事務局の設置・運

営

・業務を実施する事務局を設置し，履行期間中における業務遂行に携わる十

分な人員を配置・確保すること。

企画・スケジュー

ル管理

・プログラム内容の企画並びに委託事業全体及び実証実験等のスケジュール

管理、調整を行うこと。

進捗報告
・県への事業の進捗報告等を行う会議をオンライン等で定期的に開催するこ

と。また、会議の進行や議事録作成を行うこと。

ウェブサイトの

管理・運営

・本事業の周知を目的としたウェブサイトを構築し、運用・保守及び必要に

応じた更新を行うこと。

・サーバーやドメイン等にかかる費用は委託費に含む。

区 分 内 容

内 容

・県が募集、選定した課題を有する県内自治体等とスタートアップ等を結び

付け（マッチング）、双方へヒアリングの上、実証実験に係る計画書案を策

定し、より優れた計画を本事業支援対象として５件程度（想定：DMO や複

数市町の課題解決２件、単独市町の課題解決３件）選考する。

対 象

対象者の詳細については、県と協議の上決定する

【スタートアップ等】

・新たな事業を行う意思のある県内外のスタートアップ等であること。

・実証実験の実施能力を有し、実証実験を完遂する意思があること。



イ 委託業務の範囲

② 実証実験等の実施

ア 業務の内容

項 目 内 容

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
等
募
集

各種要領の

作成

・募集要領を作成すること。

・申込書、実証実験計画書等の様式を作成すること。

募集

・本事業に参加可能性のある有望なスタートアップ等を発掘することで、応

募数増加に努めること。

・受付後の処理や、応募者との調整を行うこと。

書類審査及

びヒアリン

グの実施

・書類審査及びヒアリング（課題の詳細や実証実験への協力体制など）を実

施し、選考する。

・審査結果については、受託者において応募者全員に通知すること。

マ
ッ
チ
ン
グ

実証実験計画

様式の作成
・実証実験計画等、マッチング及び審査に必要となる様式を作成すること。

実証実験計

画案の策定

支援

・選考された県内自治体等の課題とスタートアップ等をマッチングし、実証

実験計画案を策定させる。

・自治体等がスタートアップ等を選定できるよう、個別にスタートアップ等

によるピッチを実施すること（オンライン可）。

・実証実験計画策定のための助言や支援を行う。

書類審査の

実施

・実証実験計画に対して、書類審査を実施し、５件程度の計画を選考するこ

と。（地域性・課題テーマを可能な限り考慮すること）

・審査結果については、受託者において応募者全員に通知すること。

募集・選定方法

・提案内容をもとに県と協議の上、決定する。

・各自治体がスタートアップ等を選定できるよう、個別にスタートアップ等

によるピッチを実施すること（オンライン可）

期 間 令和８年６月頃から令和８年７月頃まで

区 分 内 容

目 的
・県内自治体等が抱える課題をスタートアップ等のソリューションによって

解決する

対 象
・①により県内自治体等とマッチングし、実証実験計画が採択されたスター

トアップ等

内 容 ・実証実験計画に基づく実証実験をスタートアップ等に実施させる。



イ 委託業務の範囲

③ 実証実験等の支援・進捗管理

ア 業務の内容

イ 委託業務の範囲

項 目 内 容

実

施

実証実験の

実施

・実証実験計画に基づき、県内での実証実験を計画的に実施させること。

・実証実験等の実施状況について、定期的に県に報告すること。

経費管理

・実証経費は適切に管理し、常に使用状況を把握すること。

・実証経費の対象となる費用や精算方法等の詳細については、県が別途定め

る手引きに基づいて対応すること。

実
施
後
報告

・各スタートアップ等の実証実験の結果と、それぞれの今後の展開に対する

所見を県に対して文書で報告すること。

区 分 内 容

内 容

・スタートアップ等の実証実験等を効率的かつ効果的に実施するための支援

及び進捗管理を行うこと。また、支援対象の実証計画について、伴走支援

を行うこと。

期 間 令和８年８月頃から令和９年２月頃まで

項 目 内 容

実
証
実
験
へ
の
支
援

実証実験の

支援

・スタートアップ等の実証実験等に関する個別ヒアリングを行い、課題の整

理、実証フィールドやテーマの設定、実証実験等に係る計画の策定につい

ての支援を行うこと。

・実証実験の進捗状況及び支援内容を把握し、適切にサポートすること。

・実証実験への支援状況について、定期的に県に報告すること。

広報 ・実証実験の実施状況や成果を取りまとめ、対外的に広報を行うこと。

実証経費

・マッチングした計画に基づく実証実験を、スタートアップ等への再委託に

より実施。実証実験にかかる経費（以下、「実証経費」という。）の精算を

行う。

・実証実験を行うスタートアップ等に対して、DMO および複数市町の課題解

決に資するものは１件当たり 150 万円（税込）、単独市町の課題解決に資す

るものは１件あたり 100 万円（税込）を上限に、本業務委託費から実証経

費を支払う。

・実証経費の対象となる費用や精算方法等の詳細については、県の指示に従

うこと。

期 間 令和８年８月頃から令和９年２月頃まで



(3) 中間報告会・交流会の実施

ア 業務の内容

イ 委託業務の範囲

(4) 最終報告会の実施

ア 業務の内容

区 分 内 容

目 的

実証実験の進捗を報告するとともに、県内自治体や観光業関係者とスタート

アップ等との交流会を実施し、県内全体への横展開・共創の機会創出を目的

とした中間報告会を開催する。

県内自治体等とスタートアップ等の交流を促し、観光 DX推進の機運を醸成す

る。

開催方法
・オフラインでの開催を原則とする。

・中間報告会についてはオンラインでの同時配信を行うことが望ましい。

内容 提案内容を県と協議の上、決定する。

期間 令和８年 10～11 月頃

その他 当日の運営に必要な会場、人員及び機器等を用意すること。

項 目 内 容

全

体

報告会の

企画・運営
・報告会の企画・運営を行うこと

会場の確保

と運営

・オフライン会場での開催を前提とし、会場を確保すること。

※感染症拡大時等はオンラインへ切り替えられるように準備すること。

事

前

参加者

募集・管理

・チラシ、申込フォームを作成すること。

・参加申込みの受付・管理等を行うこと。

当

日

報告会の

実施

・スタートアップ等と県内自治体等の交流会を実施すること。

・交流を促進する仕掛けを講じること

動画撮影 ・報告会を録画・録音すること。

実
施
後

アンケート

の実施
・参加者を対象としてアンケートを実施し、集計と分析を行うこと。

動画作成
・最終報告会のアーカイブ動画を配信すること。（動画配信に当たり、あらか

じめ発表者や会場参加者等の同意を得ること。

区 分 内 容

目 的
実証実験等の結果を広く周知し、県内自治体等への横展開、長期的な導入を

目的とした報告会を開催する。

開催方法
・オフラインでの開催を原則とする。

・オンラインでの同時配信を行うことが望ましい。

内容 提案内容を県と協議の上、決定する。

期間 令和９年２月～３月

その他 当日の運営に必要な会場、人員及び機器等を用意すること。



イ 委託業務の範囲

８ その他

(1) 上記のほか、本業務に関して更に必要な業務等がある場合は、幅広く提案し、県と協議の上実

施すること。

(2) 本業務の遂行にあたり、受託者は県と常に密接な連絡をとり、その指示及び承認を受けること。

(3) 受託者は本業務を履行する上で、著作権、肖像権及び個人情報を取り扱う場合は、関係法令等

を遵守すること。

(4) 本業務において、個人情報を取り扱う作業を行う場合は、起こりうるミスやインシデントを想

定し、情報セキュリティ対策を徹底すること。

(5) 本業務を執行する上で関連して必要となる事項で、本仕様書に記載されていないものについて

は、県及び受託者の協議により決定する。

項 目 内 容

全

体

報告会の

企画・運営
・報告会の企画・運営を行うこと

会場の確保

と運営

・オフライン会場での開催を前提とし、会場を確保すること。

※感染症拡大時等はオンラインへ切り替えられるように準備すること。

事

前

参加者

募集・管理

・チラシ、申込フォームを作成すること。

・参加申込みの受付・管理等を行うこと。

当

日
動画撮影 ・報告会を録画・録音すること。

実
施
後

アンケート

の実施
・参加者を対象としてアンケートを実施し、集計と分析を行うこと。

動画作成
・最終報告会のアーカイブ動画を配信すること。（動画配信に当たり、あらか

じめ発表者や会場参加者等の同意を得ること。


